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平成２６年度地域コミュニティ活性化関連の主な充実事業等（予定） 

 

 

※取組名の（ ）は，「京都市地域コミュニティ活性化推進計画」に掲げる「具体的な方針」を数字で

示しています。 

取組名 概要 充実内容 局・区 

真のワーク・ライフ・

バランス推進事業 

（方針２－①） 

「地域社会への貢献」や「健康で文化

的な生活の実現」をも含めた真のワー

ク・ライフ・バランスを推進する方策

を検討し，オール京都市役所の体制で

実施する。 

これまでの取組に加え，相談コー

ナーや情報掲示版等の機能を有

する WEBを本格稼働させ，「真の

ワーク・ライフ・バランス」コー

ディネート事業を実施する。併せ

て，平成 26年度から，NPO法人

等が実施する婚活イベント等に

対し補助を行うなど婚活支援事

業を拡充する。 

各局， 

区役所・支所 

京都市総合防災訓練 

（方針１－③） 

年に１回京都市内に大規模な地震が

発生したことを想定し，市民や防災関

係機関が参加した総合的な防災訓練

（避難，消火，救出・救護，ライフラ

イン復旧訓練等）を実施する。 

文化財が多く点在する東山区で，

観光地の特性を生かした観光客

等の帰宅困難者対策の内容を取

り入れたリアルな訓練を実施予

定 

行財政局 

京都市避難所運営マ

ニュアルの作成 

（方針１－③） 

防災危機管理室が区役所と連携し，避

難所運営マニュアル雛形及び手引書

を作成する。このマニュアルをもとに

地域の計画を作成し，発災時には，地

域住民が相互に協力する中で「地域

力」を発揮され，住民全体の避難所運

営が行えるようにする。 

避難所ごとの避難所運営マニュ

アルの策定（26年度までに完了） 
行財政局 

留学生が活躍するま

ちづくりの推進 

（方針１－①） 

１人でも多くの留学生に学んでいた

だくため，海外での誘致活動から，留

学中における各種交流事業での市民

との交流の促進，快適に暮らすための

支援等総合的な留学生施策を実施す

る。 

留学生と地域コミュニティとの

交流会を実施予定。 
総合企画局 

安心・安全な学生生活

を送るためのハンド

ブックの作成 

（方針２－①） 

京都の大学で学ぶ学生を対象に，安

心・安全に関する幅広い情報を掲載し

たハンドブックを，京都府警察などと

連携して作成する。この中で，安心安

全に係る地域活動も紹介し，参加を促

す。 

（平成２６年度新規） 総合企画局 

輝く学生応援プロジ

ェクトの推進 

（方針５－②） 

学生と地域との交流を図るため，地域

の行事と学生のサークルとをコーデ

ィネートする「むすぶネット」などの

プログラムを実施する。また，京都の

まちの活性化につながる活動や社会

に貢献する活動に対する資金の支援

を行う。 

個人単位でも社会貢献活動に参

加できるようなマッチングと活

動を通じた学生の成長をサポー

トする事業を開始する 

総合企画局 
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地域における多文化

交流の推進 

（方針１－①） 

自治会・町内会等と，言葉や文化・習

慣等が異なる外国籍の方との交流を

支援し，外国籍の方が地域の一員とし

てともにまちづくりに参加できる多

文化交流を推進する。 

多文化共生社会の推進のため，

「留学生地域フォーラム」（案）

を実施予定。 

総合企画局， 

文化市民局， 

区役所・支所 

交通事故防止・交通安

全啓発運動 

（方針１－②） 

各区交通対策協議会等への補助金の

交付，物品の支給等を通じ，地域にお

ける自主的な交通事故防止・交通安全

啓発運動を支援している。 

京都市交通安全基本条例の推進

及び京都市自転車安心安全条例

の充実のため，自転車講習や運転

免許の自主返納支援等を実施す

る。 

文化市民局， 

区役所・支所 

「たばこマナー向上

活動団体」制度等のマ

ナー啓発の推進 

（方針３－①） 

平成 24年度から行っている市民や事

業者等による喫煙マナーの向上を図

るための自主的な活動を支援する「た

ばこマナー向上活動団体」制度のモデ

ル実施を踏まえ，平成２６年から本格

実施を行う。 

さらに，この制度を活用し，路上での

マナー（違法駐車，自転車マナー，「歩

きスマホ」など）の啓発への支援も併

せて行うことにより，団体の実情に応

じた効果的な啓発活動を可能とする。 

平成 26年度から新たに，路上で

のマナー（違法駐車，自転車マナ

ー，「歩きスマホ」など）の啓発

への支援も併せて行う。 

文化市民局 

京都マラソン 

（方針４－②） 

京都マラソンの開催に当たり，沿道盛

り上げやボランティアの参加等，地域

に協力を求めていく。 

「京都マラソン２０１５」におい

ては，京都マラソンを，スポーツ

をする人，見る人，支える人にと

って，より一層魅力的な大会とす

るため，河原町通や丸太町通など

の「まちなか」や京都府立植物園

を取り入れるなどのコース変更

を行う。 

文化市民局 

～地域で気づき・つな

ぎ・支える～認知症総

合支援事業 

（方針１－②） 

地域の医療機関と連携し，専門的な認

知症医療の関わりが必要なモデル事

業の実施により，「認知症対策」をキ

ーワードに地域での医療と介護の連

携の一層の推進を図る。また，認知症

の状態に応じた適切な医療と介護サ

ービス提供の流れをわかりやすく示

した「京都市版認知症ケアパス」（仮

称）を作成し，地域ぐるみで認知症の

人やその家族を支える取組を推進す

る。さらに，若年性認知症対策につい

ても，障害保健福祉施策と連携し，支

援体制の構築について具体的な取組

を検討する。 

・京都地域包括ケア推進機構作成

の京都式認知症ケアパスの標準

仕様の改編等により，京都市で統

一の「認知症ケアパス」の作成に

向けた検討を行う。 

・「認知症対応 地域支援推進モ

デル事業」について，25年度に

実施した「企画提案型」に加え，

「取組指定型」での募集を行う。 

保健福祉局 

「子どもを共に育む

京都市民憲章」の実践

推進 

（方針２－③） 

子どもを健やかで心豊かに育む社会

をめざす「子どもを共に育む京都市民

憲章」の理念が市民生活の隅々まで浸

透し，社会のあらゆる場で実践行動の

輪が広がっていくよう，市民ぐるみ・

地域ぐるみで取組を展開する。 

推進協議会答申を踏まえた取組

の推進及び憲章の愛称及びロゴ

マークを活用した普及啓発を実

施 

保健福祉局， 

教育委員会 
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歴史都市京都におけ

る密集市街地等に関

する対策の推進 

（方針１－③） 

「歴史都市京都における密集市街地

対策等の取組方針」に基づき，京都ら

しさをいかしつつ，市民が安心・安全

に住み続けられる災害に強いまちの

実現に向けて，地域と行政の連携のも

と，密集市街地や細街路の安全性向上

等を目的とした防災まちづくりに取

り組む。 

既に防災まちづくりに取り組ん

でいる地区に加え，新たに２地区

で取組に着手する。また，密集市

街地の安全性の向上を図るため，

老朽化した木造建築物の除却，地

域住民等が共同して利用管理す

る広場等の整備，避難経路等に面

する危険ブロック塀等の改善に

対する助成事業を創設する。 

都市計画局 

まちづくりに係る調

査・企画・支援事業 

（方針３－①） 

まちづくり・市街地整備に係る情報収

集，調査・企画，連絡・調整を行う。

また，地域住民，事業者及びまちづく

りの活動団体等が取り組むまちづく

りに関して，相談，情報提供及び支援

を行う。 

地区計画策定の機運が高まった

地域が増加したため，これらの地

域において地区計画策定支援を

行う。 

都市計画局 

地域と連携した京都

ならではの空き家活

用の推進 

（方針３－①） 

地域と不動産事業者等の専門家が連

携して，空き家の掘り起こしや地域の

魅力，すまい方の発信により，空き家

の流通と地域の活性化を促進する。ま

た，平成２６年４月施行の「京都市空

き家の活用，適正管理等に関する条

例」に基づき，空き家の活用をはじめ，

予防や適正管理等の空き家対策を総

合的に推進する。 

地域連携型空き家流通促進事業

の拡充や条例施行に伴い各種支

援制度の創設等を行う。 

都市計画局 

団地内外との交流や

コミュニティの活性

化に資する機能の充

実 

（方針４－①） 

市営住宅の土地・建物を地域のまちづ

くり資産として位置付け，敷地，空き

住戸又は集会所等の既存施設を活用

し，地域の様々な活動拠点を導入する

ことにより，地域コミュニティの活性

化を図っていく。 

なお，市営住宅ストック総合活用計画

(住宅マスタープランの下位計画)に

基づく団地再生検討団地については，

団地再生計画を策定する中で，コミュ

ニティの活性化について検討を行っ

ていく。 

・社会福祉事業等の機能導入に向

け，関係局等と連携し取り組んで

いく。 

・楽只市営住宅において，空き店

舗等を活用した賑わい創出事業

や，空き住戸を活用した学生シェ

アハウス事業を行い，高齢者と学

生の世代間交流や自治会活動の

活性化を図る。 

都市計画局 

区民提案型支援事業 

（方針４－②） 

各区基本計画に掲げる区のビジョン

の実現に向けて，区民が自発的，自主

的に企画，運営する事業を募集し，審

議会の選考を経て採択し，経費の一部

を補助する。 

各区の支援事業の充実 区役所・支所 

災害用備蓄飲料水「京

の水道 疏水物語」の

普及啓発 

（方針１－③） 

災害用備蓄飲料水「京の水道 疏水物

語」は，災害時に備えた家庭や地域で

の飲料水の備蓄，災害用備蓄飲料水の

啓発及び安価で環境にやさしく，安

全・安心でおいしい世界最高水準の京

都市の水道水のＰＲを目的に製造し，

普及啓発を行っている。 

上下水道局分８万本及び行財政

局防災危機管理室購入分１４万

７千本を製造予定。また，災害用

備蓄飲料水「京の水道 疏水物

語」の普及啓発を目的としたチラ

シを製作を予定している。 

上下水道局 
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子ども向けホームペ

ージ「ようこそ！京都

市上下水道局キッズ

ページへ」 

（方針１－③） 

子ども向けに水道・下水道施設の仕組

み，役割などを分かりやすく紹介する

ことを通じて，家族や地域における防

災意識の高揚を図っている。 

新たに上下水道局としての環境

教育プログラムのサイトを設け

る。 

上下水道局 

放課後まなび教室 

（方針２－③） 

学校施設を活用し，地域や保護者，学

生等の参画を得ながら，放課後の子ど

もたちに，学習の習慣づけを図る「自

主的な学びの場」と「安心・安全な居

場所」を提供する。 

全校区で実施（166校区） 教育委員会 

「子どもを共に育む

京都市民憲章」の実践

推進（再掲） 

（方針２－③） 

子どもを健やかで心豊かに育む社会

をめざす「子どもを共に育む京都市民

憲章」の理念が市民生活の隅々まで浸

透し，社会のあらゆる場で実践行動の

輪が広がっていくよう，市民ぐるみ・

地域ぐるみで取組を展開する。 

推進協議会答申を踏まえた取組

の推進及び憲章の愛称及びロゴ

マークを活用した普及啓発を実

施 

保健福祉局， 

教育委員会 

 

 


